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提出方法　様式は問いません。住所・
氏名・電話番号を明記のうえ、郵送、
ファクシミリ、電子メール、持参の
いずれかで
資料配置　市役所本庁舎１階総合案
内所／市役所本庁舎 4階危機管理課
／市役所駅南庁舎１階総合窓口／各
総合支所地域振興課※市ホームページ
（25ページ参照）にも掲載しています。

提出期限　5月 15日 ( 月 ) 必着　
提出・問い合わせ先　
市役所本庁舎危機管理課
（0857）20-3127
   （0857）20-3040
電子メール
kikikanri@city.tottori.tottori.jp

ご
意
見
の
あ
て
先
、

資
料
の
配
置
場
所
は

こ
ち
ら
で
す
！

本
と
し
ま
し
た
。

■
通
信
手
段
の
確
保
と
市
民
へ
の
情
報
伝
達

　

災
害
時
の
情
報
発
信
・
収
集
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
防
災
行
政
無
線
統
合
シ
ス

テ
ム
を
整
備
し
、
平
成
17
年
か
ら
運
用
を

開
始
し
て
い
ま
す
。
未
整
備
の
鳥
取
・
国

府
地
域
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の

防
災
行
政
無
線
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

他
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
・
国
府
地

域
と
同
様
な
方
式
で
計
画
的
に
更
新
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
市
民
へ
の
災
害
に
関
す
る
情

報
の
伝
達
手
段
、
方
法
を
よ
り
充
実
し
ま
す

（
防
災
行
政
無
線
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
配
信

メ
ー
ル
、
放
送
事
業
者
と
の
連
携
な
ど
）。

■
応
急
体
制
の
整
備

　

合
併
に
よ
る
市
の
組
織
改
編
に
伴
い
、

災
害
対
策
所
掌
事
務
を
整
理
し
、
災
害
対

策
本
部
に
統
括
部
を
新
設
す
る
と
と
も

に
、
総
合
支
所
を
災
害
対
策
支
部
と
し
て

位
置
付
け
、
各
部
署
が
横
断
的
か
つ
有
機

的
な
連
携
の
も
と
、
そ
の
機
能
を
十
分
に

発
揮
で
き
る
応
急
体
制
の
整
備
を
行
い
、

機
能
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。

■
本
庁
と
総
合
支
所
の
連
携

　

総
合
支
所
管
内
で
、
重
大
な
災
害
が
発

生
し
た
場
合
、
本
庁
職
員
を
派
遣
し
て
応

急
対
策
を
進
め
て
い
く
、
災
害
時
緊
急
支

援
体
制
を
整
備
し
併
せ
て
、
各
総
合
支
所

間
の
連
携
体
制
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

■
災
害
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

　
「
風
水
害
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
お
よ
び

「
地
震
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
新
た
に
作

成
し
、
風
水
害
お
よ
び
震
災
の
初
動
対

応
に
つ
い
て
、
迅
速
か
つ
的
確
に
応
急

対
策
を
実
施
す
る
よ
う
定
め
て
い
ま
す
。

■
地
域
防
災
力
の
強
化

　

市
民
の
み
な
さ
ん
や
地
域
の
防
災
力

の
向
上
を
図
る
た
め
、
防
災
知
識
・
技

術
の
普
及
を
よ
り
推
進
し
て
い
き
ま

す
。
ま
た
、
災
害
が
同
時
に
多
発
的
に

発
生
す
る
大
規
模
災
害
を
想
定
し
、
市

民
や
事
業
所
の
み
な
さ
ん
が
、
平
常
時

お
よ
び
災
害
発
生
時
に
実
施
す
べ
き
活

動
を
整
理
し
、「
自
ら
の
安
全
は
自
ら

防
災
都
市
づ
く
り
の
推
進

災
害
時
に
即
応
で
き
る

防
災
体
制
の
整
備

市
民
の
協
力
に
よ
る

防
災
体
制
の
推
進

守
る
」
と
い
う
「
自
助
」、「
共
助
」
の
市

民
活
動
の
原
点
に
立
っ
て
、
積
極
的
に
地

域
の
防
災
活
動
へ
関
わ
り
協
力
し
て
い
た

だ
く
こ
と
を
明
示
し
て
い
ま
す
。

■
地
域
防
災
組
織
の
育
成
・
強
化

　

合
併
に
伴
い
、
消
防
団
組
織
を
統
合
し
、

地
域
防
災
力
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。
ま

た
、
自
主
防
災
組
織
（
会
）
の
育
成
・
支

援
を
充
実
し
て
い
き
ま
す
。　
　

■
災
害
時
要
援
護
者
へ
の
支
援

　

在
宅
の
要
介
護
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど

の
、
い
わ
ゆ
る
災
害
時
要
援
護
者
に
は
、

災
害
発
生
時
の
情
報
提
供
や
避
難
誘
導
な

ど
の
面
で
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、

「
災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
」
を
十
分

活
用
し
な
が
ら
、
そ
の
対
策
を
講
じ
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

危機管理課

堀 哲男 課長


